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令 和 ６ 年 ８ 月 ２ ７ 日
浜 松 市 財 務 部 調 達 課

１　目的

　本市が発注する地震、風水害等による災害に伴う緊急を要する応急・復旧工事（以下「災害復

旧工事」という。）において、契約書の取り交わしは本市による設計金額の算定後としているこ

とから、その間は前払金の請求ができず、受注者は資金調達等に苦慮する事態が生じています。

　受注者の意向に応じて発注者が前金払を適切に実施し、災害復旧工事における必要な人員や資

機材の確保に要する資金の円滑な確保を支援するため、「災害復旧工事における暫定契約の試行

に係る事務取扱要領」を定め、暫定の工事内容（工法、数量、図面等）により締結する随意契約

（以下「暫定契約」という。）を試行します。

２　概要

　(1) 本市からの出動要請に応諾後、概算工事費に基づき早期に契約（暫定契約）を締結

　　　⇒　暫定契約に基づき前払金の支払が可能となり、受注者の資金調達を円滑化

　(2) 暫定契約には、暫定契約期間中の特約を付した上で浜松市建設工事請負契約約款を適用

　　　⇒　受注者、発注者双方の権利義務を明確化

　(3) 暫定契約の適用を大規模災害に限定せず、災害復旧工事に広く適用

　　　⇒　災害復旧工事の円滑な実施、地域の防災力向上

３　対象工事

　概算工事費が３００万円以上の工事のうち、次のいずれかに該当する工事

　ただし、工事担当課に技術職員が不在で概算工事費が算定できない場合などは、暫定契約を適

用できないことがあります。

　(1) 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急・復旧工事

　(2) 災害の未然防止のための応急工事

４　試行開始時期

　令和６年９月１日（日）

　ただし、令和６年８月２２日（木）以降に本市が出動要請した災害復旧工事について適用しま

す。

５　試行要領

　別添「災害復旧工事における暫定契約の試行に係る事務取扱要領」のとおり

災害復旧工事における「暫定契約」の試行及び速やかな前金払の実施について



５　暫定契約の流れ

【現状】 【暫定契約】

　

↓ ↓

・市は災害復旧工事に暫定契約を積極的に適用

・暫定契約適用の有無は、工事担当課へ確認

↓

・市が暫定の工事内容により概算工事費を算定し、受

　注者の同意後に暫定契約を締結

・契約保証金は、従来どおり不要（本契約時も同様）

↓

・前金払は、通常の工事と同様の手続きで請求可能

　（暫定契約金額の４割以内を支払）

・前金払を希望しない場合は、請求不要

↓

・市が設計図書（設計書、図面、仕様書等）を作成

↓ ↓

・作成した設計図書により見積書を徴取し、本契約

　（暫定契約の変更）を締結

↓ ↓

・本契約金額の確定に伴い、前払金について支払済額

　との差額に応じて追加請求が可能

・中間前金払も通常の工事と同様の手続きで請求可能

↓ ↓

・必要に応じて変更契約を締結

↓ ↓

　※災害の規模等により、契約手続きに要する日数は増減する場合があります。

６　その他

　建設工事関連業務委託については、工事における試行状況を踏まえて、今後導入を検討する予

定です。

７　問い合わせ先

　　〒430-8652　浜松市中央区元城町103番地の2

　　浜松市財務部調達課工事契約グループ　電話053-457-2176

 ⑥変更契約  ⑧変更契約

 ⑦検査・支払  ⑨検査・支払

 ④契約  ⑥本契約

 ⑤前金払
 　中間前金払

 ⑦前金払
　 中間前金払

 ③設計図書の作成  ⑤設計図書の作成

 ①災害発生  ①災害発生

 ②出動要請・応諾  ②出動要請・応諾

↓

↓

↓

 ③暫定契約

 ④前金払


